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規 則

栄養士法施行細則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成24年 7 月 6 日

高知県知事　尾﨑　正直

高知県規則第60号

栄養士法施行細則の一部を改正する規則

栄養士法施行細則（昭和41年高知県規則第 3 号）の一部を次の

ように改正する。

題名を次のように改める。

高知県栄養士法施行細則

別記様式を次のように改める。
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附　則

（施行期日）

 1 　この規則は、平成24年 7 月 9 日から施行する。

（経過措置）

 2 　この規則による改正前の栄養士法施行細則別記様式は、この

規則による改正後の高知県栄養士法施行細則の規定にかかわら

ず、残品の限度で使用することができる。

高知県温泉法施行細則の一部を改正する規則をここに公布す

る。

平成24年 7 月 6 日

高知県知事　尾﨑　正直

高知県規則第61号

高知県温泉法施行細則の一部を改正する規則

高知県温泉法施行細則（昭和41年高知県規則第 8 号）の一部を

次のように改正する。

第 3 条中「ゆう出量」を「湧出量」に改める。

別記第 1 号様式中「ゆう出させる」を「湧出させる」に、「ゆ

う出路」を「湧出路」に改める。

別記第 6 号様式中「ゆう出した」を「湧出した」に改める。

別記第 7 号様式中「ゆう出路」を「湧出路」に、「ゆう出量」

を「湧出量」に改める。

別記第15号様式中「ゆう出路」を「湧出路」に改める。

別記第16号様式中「ゆう出地」を「湧出地」に改める。

別記第21号様式注中「又は外国人登録証明書の写し」を「（外

国人にあっては、住民基本台帳法第30条の45に規定する国籍等の

記載のあるものに限ります。）」に改める。

附　則

（施行期日）

 1 　この規則は、平成24年 7 月 9 日から施行する。

（経過措置）

 2 　この規則による改正前の高知県温泉法施行細則別記様式は、

この規則による改正後の高知県温泉法施行細則の規定にかかわ

らず、残品の限度で使用することができる。

高知県製菓衛生師法施行細則の一部を改正する規則をここに公

布する。

平成24年 7 月 6 日

高知県知事　尾﨑　正直

高知県規則第62号

高知県製菓衛生師法施行細則の一部を改正する規則

高知県製菓衛生師法施行細則（昭和42年高知県規則第28号）の

一部を次のように改正する。

第 2 条中「すべて」を「全て」に改める。

第 4 条の 2 の見出し中「交付」を「交付の経由」に改める。

別記第 2 号様式注中「若しくは住民票の写し（住民基本台帳法

（昭和42年法律第81号）第 7 条第 5 号に掲げる事項を記載したも

のに限ります。）又は外国人登録証明書の写し」を「又は住民票

の写し（住民基本台帳法第 7 条第 5 号に掲げる事項（出入国管理

及び難民認定法第19条の 3 に規定する中長期在留者又は日本国と

の平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関

する特例法に定める特別永住者のときは、住民基本台帳法第30条

の45に規定する国籍等）の記載のあるものに限ります。）。ただ

し、出入国管理及び難民認定法第19条の 3 各号に掲げる者のとき

は、旅券その他の身分を証する書類の写し」に、「覚せい剤」を

「覚醒剤」に改める。

附　則

（施行期日）

 1 　この規則は、平成24年 7 月 9 日から施行する。

（経過措置）

 2 　この規則による改正前の高知県製菓衛生師法施行細則別記様

式は、この規則による改正後の高知県製菓衛生師法施行細則の

規定にかかわらず、残品の限度で使用することができる。

高知県理容師法施行細則及び高知県美容師法施行細則の一部を

改正する規則をここに公布する。

平成24年 7 月 6 日

高知県知事　尾﨑　正直

高知県規則第63号

高知県理容師法施行細則及び高知県美容師法施行細則の

一部を改正する規則

（高知県理容師法施行細則の一部改正）

第 1 条　高知県理容師法施行細則（平成 5 年高知県規則第 5 号）

の一部を次のように改正する。

別記第 1 号様式中

国人登録原票の記載事項に関する市町村長の証明書」を「住民

基本台帳法第30条の45に規定する国籍等の記載のある住民票の

写し」に改める。

（高知県美容師法施行細則の一部改正）

第 2 条　高知県美容師法施行細則（平成 5 年高知県規則第 6 号）

の一部を次のように改正する。

別記第 1 号様式中

国人登録原票の記載事項に関する市町村長の証明書」を「住民

基本台帳法第30条の45に規定する国籍等の記載のある住民票の

写し」に改める。

附　則

（施行期日）

 1 　この規則は、平成24年 7 月 9 日から施行する。

（高知県理容師法施行細則の一部改正に伴う経過措置）

 2 　第 1 条の規定による改正前の高知県理容師法施行細則別記様

式は、同条の規定による改正後の高知県理容師法施行細則の規

定にかかわらず、残品の限度で使用することができる。

（高知県美容師法施行細則の一部改正に伴う経過措置）

 2 　第 2 条の規定による改正前の高知県美容師法施行細則別記様

式は、同条の規定による改正後の高知県美容師法施行細則の規

定にかかわらず、残品の限度で使用することができる。
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